
 

 

 

 

 

文 京 区 

飲料用自動販売機設置者 

一般競争入札参加要項 

令和３年７月 

文京区総務部契約管財課 
 



 

 

 

 

自動販売機設置までのスケジュール 

１ 入札参加申込み 

 

 

 

 

 

 

 

２ 質問及び回答 

 

 

 

 

 

３ 入札及び開札 

 

 

 

 

４ 契約の締結 

 

 

 

５ 貸付料の納付 

 

 

 

 

 

６ 自動販売機の設置 

 

７ 貸付開始 

 

受付期間  令和３年７月１６日（金）から同７月３０日（金）まで 

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日を除く。） 

受付時間  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

受付場所  文京区総務部契約管財課 文京シビックセンター １５階 

申込方法  受付場所へ申込書類を持参してください。 

質問期間  令和３年８月１６日（月）から同８月１９日（木）午後５時まで 

質問方法  所定の様式を利用の上、電子メールで提出してください。 

回  答  令和３年８月２５日（水）までに、質問に対する回答を電子メールで送

信します。 

入札日時  令和３年９月３日（金）午後１時３０分から 

入札場所  文京シビックセンター １５階 入札室 

入札後、その場で開札を行い、落札者を決定します。 

貸付期間中の年度ごとの前納とし、文京区が発行する納入通知書により指定期日まで

に貸付料を納めていただきます。 

初回（令和３年１０月から令和４年３月までの６か月分）の納付期限は、令和３年９

月３０日（木）となります。 

自動販売機を設置する日時等は、施設の所管課と協議の上決定し、設置します。 

落札者は、文京区と令和３年９月２１日（火）までに自動販売機の設置に係る区有財

産賃貸借契約を締結します。 

令和３年１０月１日から貸し付けます。 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

１  募集に当たり  ・・・・・・・・・・・・  1 

２  対象物件  ・・・・・・・・・・・・・・  1 

３  入札参加資格  ・・・・・・・・・・・・  2 

４  自動販売機の設置に関する諸条件・・・・・  3 

５  入札手続  ・・・・・・・・・・・・・・  4 

６  落札者の決定  ・・・・・・・・・・・・  8 

７  契約の締結  ・・・・・・・・・・・・・   8 

８  貸付料の納付  ・・・・・・・・・・・・   9 

９  問合せ先  ・・・・・・・・・・・・・・   9 

 

 

 
物 件 説 明 書 

各種書類を作成する際の注意事項 

区 有 財 産 貸 付 契 約 書 

仕 様 書 

 

 

 
様式第１号   入 札 参 加 申 込 書 

様式第２号   誓 約 書 

様式第３号   質 問 書 

様式第４号   入 札 辞 退 届 

様式第５号   入 札 書 

様式第６号   自動販売機販売実績報告書

目  次 

附属書類 

様  式 



 

 

1 

 

１ 募集に当たり                                

 

文京区は、一部の区有施設内に設置する飲料用自動販売機について、設置事業者を

募集し、一般競争入札により決定します。 

参加を希望される方は、次の各事項をよくお読みになり、入札方法、現地の状況及

び契約の条件を承知の上、入札参加の申込みを行ってください。 

 

 

 

２ 対象物件                                

 

物件

番号 
名 称 所在地 場 所 

貸付 

面積 

9 障害者会館 
文京区春日１－１６

－２１ 

文京シビックセンター3階 

障害者会館内 
1.40㎡ 

 

※ 物件の詳細は、本要項に附属する物件説明書及び現地を確認してください。 

※ 現地を確認する際に、あらかじめ施設の担当者への連絡が必要な物件がありま

す。詳しくは、物件説明書の「特記事項」欄をご覧ください。 

 

 

 

３ 入札参加資格                             

 

  次に掲げる要件を全て満たす法人に限り入札に参加することができます。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

 ⑵ 文京区契約における暴力団等排除措置要綱（２３文総契第３０６号）別表に掲

げる措置要件のいずれにも該当する者でないこと。 

 ⑶ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたことのある団体、その

役職員又は構成員でないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが行わ

れていないこと。 

 ⑸ 法人税を滞納していないこと。 
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４ 飲料用自動販売機の設置に関する諸条件                   

 

 ⑴ 区有施設への飲料用自動販売機設置の権原 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号に規定す

る行政財産の一部貸付け 

 ⑵ 貸付けの種類 

   土地・建物賃貸借契約（この契約は、借地借家法（平成３年法律第９０号）の

適用を受けません。） 

 ⑶ 用途の指定 

   物件の用途は、飲料用自動販売機及び使用済容器回収ボックスの設置に限定し

ます。１か所に設置できる飲料用自動販売機の数は、１台です。 

 ⑷ 貸付期間 

   貸付期間は、令和３年１０月１日（金）から令和６年９月３０日（月）までで

す。 

   契約の更新や期間の延長は行いません。 

 ⑸ 貸付料 

   貸付料は、入札により決定します。 

 ⑹ 電気料金 

   設置事業者は、設置した飲料用自動販売機の電気使用量に応じて電気料金を負

担します。電気使用量を計るため、子メーターを各貸付範囲内に設置してくださ

い。 

   区は、各子メーターで計量した月ごとの電気使用量に基づき、電気料金を算定

し、設置事業者へ請求します。 

   電気料金の算定式は、次のとおりです。 

 

月額電気料金 ＝ 子メーターの月間電気使用量 × 

 

 

 ⑺ 設置する機器について 

   飲料用自動販売機は、原則として、最新の機器を設置することとします。 

 ⑻ 使用済容器回収ボックスの設置 

   各貸付範囲内に使用済容器回収ボックスを設置してください。 

 ⑼ 災害時における飲料用自動販売機内の販売品の無償提供 

親メーターの月間電気使用量 

親メーターの月額電気料金 

 



 

 

3 

 

   地震、風水害等の災害が発生した場合は、飲料用自動販売機内の販売品を無償提

供していただきます。 

   これに伴い、飲料用自動販売機には、災害時に電力が供給されているか否かにか

かわらず、飲料用自動販売機内の販売品を無償提供することができる機能を備えて

いただきますが、手動型又はバッテリー搭載型の種別は問いません。 

 ⑽ 転倒防止板等の設置 

   転倒防止板等は、各貸付範囲内に設置してください。 

 ⑾ ユニバーサルデザイン等の採用 

   設置する飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインを採用した機器とします。 

 ⑿ プラスチックごみの削減 

   設置する飲料用自動販売機における販売品については、プラスチックごみの削減

を推進するため、缶及びガラス瓶の容器を使用した飲料とします。ただし、ミネラ

ルウォーター等の飲料水は除きます。 

 ⒀ 新型コロナウイルス感染症対策 

   飲料用自動販売機本体に触れずに購入できる非接触対応型の機器を、可能な限り

導入することとします。 

   非接触対応型の機器の導入が難しい場合には、購入者が触れる箇所（購入ボタン

等）に抗菌加工又は抗ウイルス加工を施すなど感染症対策を行うこととします。 

 ⒁ その他の契約条件 

   その他の契約条件については、本要項に附属する「区有財産貸付契約書」及び「仕

様書」をご確認ください。 

 

 

 

５ 入札手続                              

 

 ⑴ 入札参加申込み 

  ア 申込方法 

    入札への参加を希望する方は、「カ 申込書類」に記載された書類を受付場所

へ直接持参してください。 

  イ 受付期間 

    令和３年７月１６日（金）から令和３年７月３０日（金）まで。ただし、日

曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日は、閉庁日のため受け付けできません。 

  ウ 受付時間 

    午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までの間を除きま
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す。 

  エ 受付場所 

    文京区春日一丁目１６番２１号 

    文京シビックセンター １５階  文京区総務部契約管財課 

  オ 件  名 

  飲料用自動販売機設置に係る区有財産貸付け 

  カ 申込書類 

    次の表に記載する申込書類を各１部提出してください。 

    なお、入札参加資格を審査するに当たり、表に記載する書類以外のものの提

出を求めることがあります。 

    提出いただいた書類は、入札参加資格の審査結果及び入札参加の辞退又は入

札の結果にかかわらず返却しません。 

 

No. 申 込 書 類 備  考 

１ 入札参加申込書 様式第１号 

２ 誓約書 様式第２号 

３ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ※１ 

４ 法人税の納税証明書その１ ※１、※２ 

５ 設置する自動販売機の仕様が分かる資料 ※３ 

   ※１ 発行から３か月以内の原本とします。 

   ※２ 入札参加申込時点で入手できる直近の年の納税証明書とします。 

   ※３ 複数の機器が掲載されている資料を提出する場合や、複数の物件に申し

込みを行う場合は、物件ごとに設置予定の機器が判別できるように資料の

該当箇所にその旨を記載してください。 

      申込後、設置までの期間に各条件に合致する新しい機器が発売された場合

は、原則として、当該機器を設置してください。 
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 ⑵ 入札参加資格の審査 

   申込書類の受付後、申込者の入札参加資格を審査します。 

   なお、後日、不正等が判明した場合には、入札参加資格を取り消します。 

 ⑶ 質問書の提出と回答 

   この入札に関する質問については、入札参加申込みをされた方を対象として、

次のとおり受け付け、後日、回答をします。 

  ア 質問方法 

    質問書（様式第３号）に質問内容とその他必要事項を記載の上、入札担当へ

電子メールでお送りください。入札担当の電子メールアドレスは、本要項「９ 

問合せ先」に記載しています。 

  イ 質問受付期間 

    令和３年８月１６日（月）から令和３年８月１９日（木）午後５時まで 

    質問受付期間外の質問書については、回答しません。 

  ウ 回答 

    質問内容とその回答を、入札参加資格がある全ての方に対して、令和３年８

月２５日（水）までに、入札参加申込書に記載された電子メールアドレス宛て

に送信します。 

 ⑷ 入札参加の辞退 

   入札参加申込書を提出した後に、入札参加を辞退する場合は、入札辞退届（様

式第４号）を持参又は郵送により提出してください。入札の前日までに同届を提

出することができないときは、あらかじめ入札担当へ電話をしてください。 

 ⑸ 入札及び開札の執行 

  ア 日時 

    令和３年９月３日（金）午後１時３０分 

    入札後、その場で開札し、落札者を決定します。 

  ※ 入札開始時刻に遅れると、入札に参加することができません。当日は、時間

に余裕をもって来庁してください。 

  イ 会場 

    文京区春日一丁目１６番２１号  文京シビックセンター １５階 入札室 

    ※ 入室できる方は、一申込者につき１人に限ります。 

  ウ 入札方法 

   (ア) 入札書の作成 

      入札書（様式第５号）に、応札する物件の物件番号、入札実施日の日

付、消費税を含まない月額貸付料その他必要事項を記載し、記名押印の

上、封筒に入れて入札箱に投かんしてください。 

      封筒は、長形３号又はこれより小さいサイズの封筒を各自でご用意くだ
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さい。 

   (イ) 入札の取りやめ 

      入札参加者が連合して、又は不穏な行動をするなどの場合において、入

札を公正に執行することができないと認められたときは、その入札参加者

を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめること

があります。 

   (ウ) 入札書の書換え 

      投かんした入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

   (エ) 入札の無効 

      次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められ

る入札は、無効とします。 

     ａ 入札に参加する資格がない者のした入札 

     ｂ 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に有効な記名若しくは押印

のないもの 

     ｃ ２通以上の入札書を提出した者のした入札 

     ｄ 他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者のした入札 

     ｅ 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの 

     ｆ 金額欄に０円と記載されたもの 

     ｇ 錯誤による入札であると入札担当者が認めた入札 

     ｈ 前各号のほか、入札条件に違反したもの 

   (オ) 再度入札 

      開札した結果、区が定める予定価格以上の価格の入札がないときは、直

ちに再度の入札を行います。再度入札の回数は１回とします。入札当日

は、再度入札を想定し、入札書と封筒を余分に用意してください。 

      再度入札に参加できる方は、入札が無効とされなかった方に限ります。

再度入札に参加する方は、前回の最高入札額を上回る価格で入札をしてく

ださい。 

 

 

 

６ 落札者の決定                             

 

 ⑴ 区が定める予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とします。 

 ⑵ 落札者となるべき同価格の入札をした方が２人以上のときは、くじを引いてい

ただき、落札者を決定します。くじを引かない方がいるときは、代わりに入札事

務に関係のない職員が引くことになります。 
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 ⑶ 落札者は、入札書に記載した月額貸付料の貸付場所ごとの内訳を内訳書により

提出していただきます。 

 

 

 

７ 契約の締結                              

 

 ⑴ 落札者と区は、令和３年９月２１日（火）までに本要項に附属する「区有財産

貸付契約書」により契約を締結します。 

 ⑵ 契約は、区が落札者とともに契約書に記名押印したときに成立します。 

 ⑶ 契約金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額としま

す。 

 ⑷ 契約の締結に要する費用は、落札者の負担とします。 

 

 

 

８ 貸付料の納付                             

 

  貸付料は、年度（４月から翌年３月までを１年度とする。）ごとの前納とし、区が

発行する納入通知書により納付期日までに納めていただきます。 

  なお、初回（令和３年１０月から令和４年３月までの６か月分）の納付期限は、

令和３年９月３０日（木）となります。 

 

 

 

９ 問合せ先                             

 

自動販売機設置者募集に関する問合せ先（入札担当） 

 

文京区 総務部 契約管財課 管財係 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 文京シビックセンター １５階 

  直通電話 ０３（５８０３）１１４９  ＦＡＸ ０３（５８０３）１３３６ 

  メールアドレス b101500＠city.bunkyo.lg.jp 


